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事務名 消防活動上支障ある行為等の届出  

《事務処理フロー図》                                   《事務処理フロー図の説明》 
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１ 形式審査 

提出された届出書に記載漏れがない

か、添付書類がそろっているかを審査

します。 

２ 受理 
形式審査が終了したら､受理完了とな

ります。 

３ 
処理完了通知 

（メール） 

電子申請の場合、申請時に登録したメ

ールアドレス宛に「処理完了通知」が

送信されます。 
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 ・当該行為を行う日の３日前までに管轄消防署長宛に届出が必要になります。 

・令和５年２月から電子申請による受付を開始しました。 
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